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入札・売買契約等の流れ 

 大洗町では，町有地を一般競争入札により売却します。 

 この入札では，町があらかじめ定めた予定価格（最低売却価格）以上で，最も高い

価格で入札された方に売却するものです。 

 

１．入札参加申込書 

受付 

（６・７ページ） 

期間…令和７年１１月 ６日（木）から 

   令和７年１１月１７日（月）まで 

（※ 土曜日・日曜日・祝日は除く） 

時間…午前８時３０分から午後５時まで 

場所…大洗町役場 ２階 総務課管財係 

 

２．参加承認の通知 

（７ページ） 

期限…令和７年１１月２１日（金）までに通知の発送を 

   行います。 

 

 

３．入札保証金の納入 

・入札保証金の返還 

（７ページ） 

○入札保証金の納入 

期間…入札参加承認書の通知を受けた日から 

   令和７年１１月２８日（金）まで 

○入札保証金の返還 

   入札終了後に，入札保証金還付請求書の提出を受け

た日の翌日から５日以内に還付（落札者は契約保証金

の全部又は一部に充てます。） 

 

 

４．入札会 

（７・８ページ） 

日時…令和７年１２月１日（月） 

    午後２時００分から  

場所…大洗町役場本庁舎３階 

 第１・２会議室 

 

５．契約締結・契約保 

証金の納入・売買代金 

の納入 

（８・９ページ） 

○契約締結と契約保証金の納入 

        令和７年１２月 ５日（金）まで 

○売買代金納入…令和７年１２月１９日（金）まで 

 

 

６．所有権の移転 

（９ページ） 
売買代金が納入された後、土地登記の移転を町が行います。 
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入札手続き等について 

１ 入札物件 

所  在 

①大洗町磯浜町字東８２５３番７２  

②大洗町磯浜町字大洗下より大貫境まで 

６８８１番３７３ 

面  積 ①１２０㎡ ②１７０㎡ 

地  目 雑種地（現況：宅地） 

形  状 概ね長方形 

建  物 有 

工作物等 有 

予定価格 ６，３９６，１００円 

接面道路 有 

都市計画区域 市街化区域 

用途地域 第一種住居地域 

建ぺい率 ６０％ 

容 積 率 ２００％ 

上 水 道 
有 大洗町役場上下水道課℡029-267-5111（内 272） 

※13ｍｍ水道管布設済・休止中です。 

下 水 道 
有 大洗町役場上下水道課℡029-267-5111（内 323） 

※受益者負担金は発生しません。 

都市ガス 無 

参考事項 ・当該地は，津波浸水想定区域になります。 

〈その他の特記事項〉 

・本物件は，現状有姿による売払いです。 

 

・本物件は現状工作物として延床面積 74 ㎡の建築物及び消防用工作

物を有しており、国有地に対して建築物が一部越境しているため、

別に定める期間内において解体撤去を行うことを契約条件としま

す。 

 

・ 行政防災無線設備が隣接地にございますので、ご留意ください。 

 

・契約に要する印紙税，登記に要する登録免許税は，購入者の負担と 

なります。 

 

・購入後に不動産取得税，固定資産税等の課税があります。 
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入札物件 
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２ 入札参加資格 

  入札は、個人・法人問わず参加できます。 

  ただし、次のいずれかの事項に該当する者は入札に参加できません。 

（１） 当該入札に係る契約を締結する能力を有しないもの及び破産

者で復権を得ていない者。 

（２） 国税及び地方税の滞納がある者。 

（３） 大洗町暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団及び同

条第３号に規定する暴力団員等並びにこれらの者の依頼を受

けて当該物件の売買契約をしようとする者。 

（４） 当該物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の事

務所及び公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通

念上不適当と認められるものの用に供しようとする者並びに

これらの者の依頼を受けて当該物件の売買契約をしようとす

る者。 

（５） 入札参加申込書（様式１）及び個別添付書類を提出しない者。 

（６） 入札参加申込書(様式１)を提出し，かつ参加資格有りと認め

られない者。 

（７） 所定の入札保証金を納付しない者。 

（８） 入札開始時刻までに参加がない者。 

 

３ 入札参加申込 

 (1) 入札参加申込書等 

    入札に参加しようとする方は，大洗町（以下「町」という。）が

示す様式の町有財産競争入札参加申込書（様式１）及び添付書類を

町に提出して，入札参加資格の有無の確認を受けてください。 

    入札参加申込書を提出されない方，入札参加申込書を提出されて

も資格有りの確認を受けられない方は入札に参加できません。 

    添付書類は，次のア～エのとおりで，該当分をいずれも１部提出

してください。以下のいずれも発行後３ヶ月以内のものとします。 

 

ア．個人の場合は、身分（身元）証明書 

（本籍地の市町村役場で発行しています。） 

法人の場合は、法人登記現在事項証明書 

イ．納税証明書（国税・都道府県税・市町村税、３種類すべて） 

（１）国税 国税に未納がない証明 

（個人：所得税等（納税証明書その３の２）、法人：法人税等（納税証明書その３の３）） 

（２）都道府県税 都道府県税に未納がない証明 
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（３）市町村税  市町村税に未納がない証明 

ウ．委任する場合は委任状（様式２）と印鑑証明書  

 

 (2) 入札参加申込書受付期間及び受付場所 

    期間 令和７年１１月 ６日（木）から 

       令和７年１１月１７日（月）まで 

       午前８時３０分から午後５時まで 

       ただし、土曜日・日曜日・祝日は除く 

    場所 大洗町磯浜町６８８１－２７５ 

       大洗町役場 ２階 総務課管財係 

 (3) その他要領 

      入札参加申込書等の提出は，受付場所へ持参または郵送 

（一般書留郵便もしくは簡易書留郵便に限る）で，郵送の場合

は、令和７年１１月１７日（月）午後５時までに受付場所へ必

着のこと。 

 

４ 入札参加承認通知 

  入札参加資格の有無については，町が決定し令和７年１１月２１日

（金）までに入札参加承認書を発送します。なお、入札参加承認書（原

本）は入札当日に必ず持参してください。 

 

５ 入札保証金の納入・返還 

  入札に参加しようとする方で，入札参加資格があると認められた方は， 

 入札書記載金額の１００分の５以上の金額の入札保証金を町が発行する

入札保証金納付書により，入札参加承認通知を受けた日から令和７年 

１１月２８日（金）までに，納付してください。 

  入札保証金は、落札者以外の方は，入札終了後に入札保証金還付請求

書の提出を受けた日の翌日から５日（５日目が土曜，日曜，祝日など大

洗町役場の休日に当たる場合はその翌日）以内に還付します。 

  なお，入札保証金には利息は付きません。 

  落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当していただ

きます。 

  落札者が町の指定した期日までに売買契約を締結しないときは，落札 

は無効となり，入札保証金は町に帰属することになります。 
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６ 入札及び開札 

 (1) 入札日時及び場所 

    日時 令和７年１２月１日（月） 午後２時００分から 

    場所 大洗町磯浜町６８８１－２７５ 

       大洗町役場本庁舎３階 第１・２会議室 

 (2) 入札方法 

    入札事務従事の町職員の指示に従い，入札箱に入札書を投函する

ことで行います。なお，入札参加者が１人であっても入札を行いま

す。 

 (3) 開札日時及び場所 

    開札は入札終了後，入札の場所において，入札者又はその代理人

を立ち会わせて直ちに行います。 

    ただし，入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、

当該入札事務に関係のない町職員を立ち会わせて行います。 

 (4) 落札者の決定 

   開札の結果，町が設定した予定価格（最低売却価格）以上で最高

価格の入札者をもって落札者とします。 

    落札者となる同価格の入札者が２名以上あるときは，くじにより

決定します。 

 

７ 入札の無効 

    「２入札参加資格」に示す入札に参加することができない方のした

入札，「入札及び契約の注意事項（土地売払い入札用）」の５に定め

る無効となる入札に該当する入札は，無効です。 

 

８ 契約保証金 

 (1) 落札者は、契約締結と同時に落札価格の１００分の１０以上の金額

を町が発行する納付書により納付していただきます。 

    契約保証金の一部又は全部に入札保証金を充てるため、入札保証

金との差額があるときに納付していただく必要があります。 

入札保証金を契約保証金に充てるために，入札保証金充当依頼書を

提出していただきます。 

    契約保証金は，売買代金の一部又は全部に充当させていただきま

す。 

 (2) 落札者が契約を履行しないときは、契約保証金は町に帰属すること

になります。 
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９ 契約上の条件 

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づ

き公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されてい

る者の事務所又はその他これに類するものの用に供し，また，これ

らの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は

当該土地を第三者に貸してはなりません。 

 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業，同条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に供し，

また，これらの用に供されることを知りながら，所有権を第三者に

移転し又は当該土地を第三者に貸してはなりません。 

  (3) 本契約成立後，落札者は建物等を維持管理することとし，国有地に

対して建築物が一部越境しているため、売買物件の所有権移転後６

ヶ月以内に解体撤去しなければなりません。また、建物等の維持管

理および解体撤去に要する一切の費用は，落札者の負担となります。

なお建物等の解体撤去が完了したときは，速やかに書面により大洗

町に報告するものとします。 

(4) 落札者は，本契約成立のときから売買物件の引渡しのときまでにお 

いて，当該物件が，大洗町の責に帰することのできない事由により 

滅失またはき損した場合には，大洗町に対して売買代金の減免を請 

求することができません。 

 

１０ 売買契約締結及び売買代金の納入 

 (1) 売買契約締結については契約書の作成が必要です。 

 (2) 売買契約締結期限は、令和７年１２月５日（金）までとし、令和７

年１２月１９日（金）までに，契約保証金の額を除いた売買代金を

町が発行する納付書により，町の指定する金融機関へ一括して納入

していただきます。 

    なお，契約は実印の押印で行っていただきますので，その確認の

ため契約締結時には印鑑証明書（発行後３ヶ月以内で、登録が契 

約締結日現在も有効のものに限る。）を提出してください。 

 (3) 売買契約書に貼る収入印紙などの契約にかかる費用は，全て落札者

の負担とします。 
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１１ 所有権の移転等 

 (1) 所有権は売買代金完納後に所有権が移転するものとし，同時に土地

を引渡したものとします。 

 (2) 当該物件は現状有姿のまま引渡すものとします。 

 (3) 所有権移転登記は町が行いますが，登録免許税等の公租公課そのほ

か一切の賦課金等は全て落札者の負担とします。 

 (4) なお，現地での立会いは行いません。 

   

１２ 随意契約 

(1) 落札者がない場合は，随意契約にて売り払う場合があります。随意

契約の対象となる場合は，大洗町ホームページに掲載しますので，申

込み方法等詳細はホームページにてご確認ください。 

 

１３ その他 

 (1) 契約の手続きにおいて使用する言語は日本語に限り，通貨は日本円

に限ります。 

 (2) 売買契約締結時から売買物件の引渡しの日までの間において，町の

責めに帰すことのできない理由により，売買物件の滅失，き損等の

損害が生じたときは，その損害は落札者の負担とします。 

 (3) 落札者は，売買契約締結後，売買物件に数量の不足そのほか隠れた

瑕疵のあること等を発見しても，売買代金の減免若しくは損害賠償

の請求又は契約の解除をすることができません。 

 (4) 本説明書に定めのない事項については、この土地の土地売買契約書

及び大洗町財務規則（平成４年大洗町規則第４号）そのほか関係法

令等の定めるところによります。 

  

１４ 

 問い合わせ先 

 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６８８１－２７５ 

  大洗町役場 総務課 管財係 

  電話番号０２９-２６７-５１２３ 

  （平日の午前８時３０分から午後５時まで） 
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入札及び契約の注意事項 （土地売払い入札用） 

１．私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）等に抵触する

行為を行ってはいけません。 

２．不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき，又は緊急やむをえない理由が生じ

たときは，入札を延期または中止することがあります。この場合，入札者が損害を受ける

ことがあっても，町はその責めを負いません。 

３．当該入札の入札公告及び町有地売却一般競争入札説明書に記載している入札時間までに参

加がない場合は，棄権とみなします。なお，当日複数の入札が執行される場合，時間が若

干ずれる場合がありますが，待機をお願いします。 

４．入札辞退の自由 

(1) 入札参加資格所有者は，入札執行まで，いつでも入札を辞退することができます。 

(2) 入札参加資格所有者が入札を辞退するときは，次の各号に掲げるところにより行って 

ください。 

①入札前までに，入札辞退届を総務課に直接持参するか，入札前までに届くように郵送し

てください。 

②入札中にあっては，入札書の金額欄に辞退と記載し提出してください。 

５．次の各号の一以上に該当する入札は，無効とします。 

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札。 

(2) 所定の入札保証金等を納付しない者のした入札。 

(3) 記名押印を欠く入札。 

(4) 金額を訂正した入札。 

(5) 件名を欠くもの，誤字，脱字等により意思表示が不明瞭である入札。 

(6) 明らかに談合，協定によると認められる入札。 

(7) 同一事項の入札について，同一人がした２以上の入札。 

(8) 同一事項の入札について，他人の代理人を兼ね，又は２人以上の代理人をした者の入

札。 

(9) その他の入札に関する条件に違反した入札。 

６．入札者のうち，予定価格（最低売却価格）以上で最高の価格をもって入札したものを落札

者とします。ただし，同価格の入札があったときは，くじによって落札者を決めることと

します。 

７．落札者は，落札決定の日から５日以内に契約書を提出してください。 

８．落札者は，契約の締結に際し，履行保証（契約金額の 10％以上）として，契約保証金を納

付してください。 

９．以上のほか，入札公告及び町有地売却一般競争入札説明書に定めのない事項は，入札及び

契約に関する法令並びに大洗町財務規則の定めるところにより処理します。 
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（個人用） 

入  札  書 

金 額 
百億 十億 壱億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

 

 

 一般競争入札による土地の売却について、町有地売却一般競争入札説明書等を

承諾のうえ入札します。 

 

 

入札物件 

 

所 在  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 大洗町長 様 

 

住  所 

 

氏  名                 ㊞ 

 

代理人氏名                ㊞ 

 

 

 

注意事項 

１ 金額欄には、見積もった契約希望金額を記載してください。 

２ 金額の記載は、アラビア数字を用い、その頭部に「￥」を記入してください。 
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（法人用） 

入  札  書 

金 額 
百億 十億 壱億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

 

 

 一般競争入札による土地の売却について、町有地売却一般競争入札説明書等を

承諾のうえ入札します。 

 

 

入札物件 

 

所 在  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 大洗町長 様 

 

所在地   

 

商号又は名称 

 

代表者氏名                ㊞ 

 

代理人氏名                ㊞ 

 

 

 

注意事項 

１ 金額欄には、見積もった契約希望金額を記載してください。 

２ 金額の記載は、アラビア数字を用い、その頭部に「￥」を記入してください。 
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様式１ 

町有財産競争入札参加申込書 

 

令和  年  月  日 

 

大洗町長 國井 豊 様 

 

申請者  住 所 

氏 名                  印 

                電話番号 

メールアドレス 

 

 

大洗町で行われる土地の売却に係る一般競争入札に参加したいので，申込みます。なお，こ

の申込書のすべての記載事項及び添付書類については，事実と相違ないことを誓約します。 

 

１．対象物件 

所 在  

 

 

 

 

 

２．添付書類 

①個人は、身分（身元）証明書 

  ②法人は、法人登記現在事項証明書 

  ③納税証明書（国税・都道府県税・市町村税，３種類すべて） 

  （ア）国税    国税に未納がない証明（個人：所得税等（納税証明書その３の２）） 

                     （法人：法人税等（納税証明書その３の３）） 

  （イ）都道府県税 都道府県税に未納がない証明 

  （ウ）市町村税  市町村税に未納がない証明 

  ④委任する場合は委任状（様式２）と印鑑証明書 

   

 

 



- 14 - 

様式２ 

（個人用） 

委 任 状  

 

 

 大 洗 町 長  様  

 

 

 土地売却の入札について、下記の者を代理人と定め、一切の権限を委任 

します。 

 

 
 

所  在  

 

 代

理

人

印 

   

（代理人） 

氏  名 

 

 

 

 

 

 

 
 

   令和  年  月  日 

 

 

（ 委 任 者 ）  

     住   所  

 

     氏    名                       ㊞ 

 

 

 

 

 

 

※委任者は実印を押印し、印鑑証明書を添付してください。 
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様式２ 

（法人用） 

委 任 状  

 

 

 大 洗 町 長  様  

 

 

 土地売却の入札について、下記の者を代理人と定め、一切の権限を委任 

します。 

 

 
 

所  在  

 

 代

理

人

印 

   

（代理人） 

氏  名 

 

 

 

 

 

 

 
 

   令和  年  月  日 

 

 

（ 委 任 者 ）  

     所 在 地  

      

     商号又は名称 

      

     代表者氏名                       ㊞ 

 

 

 

 

※委任者は実印を押印し、印鑑証明書を添付してください。 
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様式３ 

質  問  書 

 

（開札日 令和  年  月  日） 

 

所 在 

 

 

 

 

 

 

下記のとおり質問します。 

 

番号 質     問 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

氏  名                     

電話番号                     

ファックス番号                  

メールアドレス                   

 

注：質問がない場合は提出不要です。 
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（個人用） 

             令和  年  月  日 

 

 大洗町長   様 

 

入 札 辞 退 届 

 

 今般，都合により下記入札を辞退させて頂きたく，よろしく御取り計らい願います。 

 

記 

 

 

 １．入札物件 

 

所 在 

 

 

 

 ２．入札日時   令和  年  月  日      時  分 

 

 

 

 

       住   所 

 

       氏   名                 ㊞ 
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（法人用） 

 令和  年  月  日 

 

 大洗町長   様 

 

入 札 辞 退 届 

 

 今般，都合により下記入札を辞退させて頂きたく，よろしく御取り計らい願います。 

 

記 

 

 

 １．入札物件 

 

所 在 

 

 

 

 ２．入札日時   令和  年  月  日      時  分 

 

 

 

 

       所 在 地 

 

       商号又は名称 

 

       代表者氏名                 ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 

土地建物売買契約書（案） 

 

大洗町長 國井 豊（以下「甲」という。）と        （以下「乙」という。）との間に

公有財産の売買について次のとおり土地建物売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 甲が乙に売り渡し、乙が甲から買い受ける物件（以下「売買物件」という。）は、次のとお

りとする。 

土地の表示                                

所 在 字 地 番 地 目 地 積（㎡） 摘 要 

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 東 
８２５３番

７２ 
宅地 １２０  

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 

大洗下よ

り大貫境

まで 

６８８１番

３７３ 
宅地 １７０  

２  乙は、第８条の規定に基づき、前項に記載する土地の上に存する建物、建物の付帯設備および

工作物等（以下「建物等」という。）を解体撤去しなければならない。 

（売買代金） 

第３条 売買代金（以下「代金」という。）は、金                 円とする。 

２ 乙は、前項の代金を甲の発行する納入通知書により、令和 ７年１２月１９日までに支払わな

ければならない。 

（契約保証金） 

第４条 乙は、本契約と同時に契約保証金として代金の１０％以上を甲の発行する納入通知書によ

り支払わなければならない。 

２ 甲は、乙が前条第２項に定める義務を履行したときは、乙の請求により第１項に定める契約保

証金を乙に返還する。ただし、乙は第１項に定める契約保証金を代金の一部に充当することがで

きる。 

３ 甲は、乙が前条第２項に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を違約金

として甲に帰属させることができる。 

４ 第１項に定める契約保証金には利息を付さない。 

（所有権の移転） 

第５条 売買物件の所有権は、乙が代金を納付したときに移転する。 

２ 本件土地建物に付属する樹木、庭石、門、塀等の工作物及び建物の造作一切の所有権は全て本

件土地建物の所有権の移転と同時に乙に帰属するものとする。 

（売買物件の引渡し） 

第６条 甲は、売買物件の所有権の移転と同時に、当該物件を現状有姿のまま乙に引き渡したもの

とする。 

２ 売買物件の引渡後に、売買物件において発生した事件又は事故について、甲は一切責任を負わ

ない。 
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（所有権移転登記） 

第７条 所有権移転登記は、乙が登記に必要な書類を甲に提出し、代金の完納を確認した後、甲に

おいて嘱託登記をするものとする。 

２ 前項の所有権移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 

（解体撤去等） 

第８条 乙は、本契約成立後、建物等を維持管理することとし、第５条に規定する売買物件の所有権

移転後６ヶ月以内に解体撤去しなければならない。 

２ 前項の規定に基づく建物等の維持管理および解体撤去に要する一切の費用（以下「解体撤去費

等」という。）は、乙の負担とする。 

３ 乙は、建物等の解体撤去が完了したときは、速やかに書面により甲に報告するものとする。 

（危険負担） 

第９条 この契約の締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が甲の責めに帰す

ることのできない事由により滅失又は毀損した場合には、その損害は、乙の負担とする。 

（瑕疵担保責任） 

第１０条 甲は、本物件に関し、瑕疵担保責任は負わない。 

（禁止用途） 

第１１条 乙は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある

団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、

これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は売買物件を

第三者に貸してはならない。 

２ 乙は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類

する業のように供し、また、これらのように供されることを知りながら、売買物件の所有権を第

三者に移転し、又は売買物件を第三者に貸してはならない。 

（用途制限の継承） 

第１２条 乙は、売買物件を、第三者へ譲渡し、又は貸し付ける場合には、前条の用途制限を承継し

なければならない。 

（実地調査など） 

第１３条 甲は、第８条、第１１条及び第１２条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実

地調査し、又は乙に対して所要の報告を求めることができる。この場合において、乙は調査を拒

み、妨げ又は報告を怠ってはならない。 

（違約金） 

第１４条 甲は、乙が正当な事由なく第８条、第１１条及び第１２条に定める義務に違反したときは、

違約金として代金の３０％を乙に請求することができる。乙は甲から請求があった場合、これを

支払わなければならない。 

２ 前項に定める違約金は、第１７条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

（契約の解除） 

第１５条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

 乙は、これを異議なく承諾するものとする。 

（１）乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。 

 （２）乙が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７
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号）第２条第６号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認

められたとき。 

（返還金など） 

第１６条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った代金を返還する。ただし、当

該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有

益費その他一切の費用は返還しない。 

（乙の原状回復） 

第１７条 乙は、甲が第１５条の規定により解除権を行使したときは、直ちに売買物件を契約時の状

態に復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を現状に回復させることが適当でな

いと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は毀損しているときは、その損害賠償

として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙

の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支

払わなければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、

当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第１８条 乙は、この契約に定める義務を履行せず、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しな

ければならない。 

（返還金の相殺） 

第１９条 甲は、第１６条第１項の規定により代金を返還する場合において、乙が第１４条に定める

違約金又は第１７条第２項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払う義務があるときは、返

還する代金の全部又は一部と相殺する。 

（費用負担） 

第２０条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。 

（管轄裁判所） 

第２１条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄

する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 

（その他） 

第２２条 乙は、甲の承認を得ないで当該物件の所有権移転登記前において、本契約から生ずる権利

義務を他人に譲渡することはできない。 

（疑義の決定） 

第２３条 この契約に定めるもののほか疑義ある事項については、甲･乙誠意をもって協議のうえ定

めるものとする。 
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 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲･乙記名押印のうえ、各自１通を保持する。 

 

   令和  年  月  日 

 

 

                甲  茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６８８１－２７５ 

                      大 洗 町 長    國 井   豊 

 

 

                   乙   

                          


